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1. 総則

事業者等には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。 利用者の安全

管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は施設の責務である

ことから、感染を未然に防止し、感染症が発生した場合、拡大しないよう可及的速やかに

対応する体制を構築することが必要である。

この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等事業所に

おける感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目

的とする。

2. 感染管理体制

(1)感染対策委員会の設置

ア 目的

施設における感染管理活動の基本となる組織として、 感染対策委員会を設置する。

感染対策委員会は、 以下のような役割を担う。

① 課題を集約し、 感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。

② 決定事項や具体的対策を施設全体に周知するための窓口となる。

③ 法人内における問題を把握し、 問題意識を共有・解決する場となる。

④ 感染症が発生した場合、 指揮の役割を担う。

イ 感染対策委員会の構成

感染対策委員会は、 次に掲げる者で構成する（カッコ内は担当分野）。

① 法人代表（法人全体の管理責任者。 委員長を務める）

② 管理者（事業所間の情報共有および関係機関との連携）

③ 看護職員（医療・看護面の管理） ※感染対策担当者

④ 介護職員（日常的なケアの現場の管理）

⑤ その他委員長が必要と認める者

※ 感染対策担当者

上記の中から感染対策担当者を指名する。（看護職員）

感染対策担当者は、 事業所内の感染症発生の予防及びまん延の防止のための具

体的な原案を作成し、感染対策委員会に提案する。 なお、感染対策担当者は他業

務との兼務を可とする。

ー














